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第１章 総則 

［名称］ 

第１条 この会は、医療法人どちペインクリニックのホスピスを支援する市民の会 

     （略称 DPCホスピス支援の会）と称します。（以下「本会」といいます。） 

第２条 本会の事務所は、山梨県中央市成島２４３９番１ 玉穂ふれあい診療所 

 （医療法人どちペインクリニック法人事務局内）に置きます。 

 

第２章 目的及び事業 

［目的］ 

第３条 本会は、医療法人どちペインクリニックの医療哲学である人間としての生命の 

    輝きの支援をするために、会員相互の協力と理解をもって、緩和ケア（ホスピ 

   ス）機能を有する有床診療所（以下 DPC ホスピスといいます）の運営支援お

よびホスピスボランティアの啓発ならびに促進を計ることを目的とします。 

［事業］ 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。 

（１）DPCホスピスの、運営資金募集の協力を行います。 

（２）DPCホスピス運営支援のために、研究を行い実践していきます。 

（３）地域の一般住民に対し、本会の活動を理解し、広く参加を得るための 

広報活動を行います。 

（４）その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行います。 

 

第３章 会員 

［会員］ 

第５条 本会は、本会の目的に賛同し、所定の申し込みをした方を会員とします。 

 

          第４章  役員 

［役員の種類及び定数］ 

第６条 本会に次の役員を置きます。  

    （１）代表        １名 

    （２）副代表       ２名 

    （３）事務局長      １名 

    （４）運営委員     若干名 

    （５）監事        ２名 



［役員の選任］ 

第７条 役員は、総会出席者の過半数の賛成による議決により選出します。 

［役員の職務］ 

第８条 代表は、本会を代表し、会務を総括します。 

  ２ 副代表は代表を補佐して、代表に支障があるときは、その会務を代行します。 

  ３ 事務局長は、事務局を統括し、会務全般にわたってその業務を処理します。 

  ４ 運営委員は、運営委員会を構成し、運営委員会を通じて業務の執行に参画 

    します。 

  ５ 監事は、本会の業務執行状況と経理の監査にあたります。 

［役員の任期］ 

第９条 本会の活動を円滑に行うため、役員の任期は２年とします。 

 ただし、再任はさまたげません。また、欠員が出たときは補充します。 

［相談役］ 

第１０条 医療法人どちペインクリニック理事長を本会の相談役とします。代表は本会

の運営について相談役と密接に協力しあい、運営委員会の円滑な活動を 

     はかります。 

［顧問］ 

第１１条 代表は、運営委員会の承認を経て、顧問を委嘱することができます。 

     顧問は、運営委員長の諮問に応ずるほか、本会の業務について意見を 

     述べることができます。 

 

第５章 総会 

［総会の構成、種類および招集］ 

第１２条 総会は、出席会員をもって構成します。 

   ２ 総会は、これを通常総会および臨時総会の２種類とします。 

   ３ 通常総会は毎年１０月に開催し、臨時総会は必要に応じて開催します。 

   ４ 総会は、代表が招集します。 

 ［総会の決議事項］ 

第１３条 次に掲げる事項は総会に付議します。 

（１） 事業計画および事業報告の承認 

（２） 収支予算および収支決算の承認 

（３） 会則の変更 

（４） 役員の選任 

（５） その他の必要事項 



          第６章 運営委員会 

［運営委員会の構成］ 

第１４条 運営委員会は、代表、副代表、事務局長、運営委員をもって構成します。 

［運営委員会の招集］ 

第１５条 運営委員会は、代表が招集します。 

   ２ 医療法人どちペインクリニック理事長は、代表に運営委員会の招集を 

     要請することができます。 

 

第７章 専門部会                                      

［専門部会］ 

第１６条 本会は、本会の目的をより円滑に達成するために、各種専門部会を 

     置くことができます。 

 

           第８章 会計 

［資産の運営と管理］ 

第１７条 本会は、年会費と寄付金で運営します。 

   ２ 年会費の額は運営委員会で決め、総会で承認を得るものとします。 

第１８条 本会の資産の管理方法は、代表が運営委員会の決議により、これを定めます。 

     ただし、その使途または管理方法について指定して寄付された資産は、 

     その指定に従います。 

［事業年度］ 

第１９条 本会の事業は、毎年１１月１日に始まり、翌年１０月末日に終わります。 

 

 付則 １ この会則は２００２年１１月４日より施行します。 

    ２ ２００４年１１月２７日総会により会則が改訂されました。 

    ３ ２００６年１２月 ２日総会により会則が改訂されました。 
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